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　平成24年度北海道大学大学院法学研究科（以下「本研究科」という。）法律実務専攻（法科大学院）の入

学者選考試験を下記により実施する。

１　アドミッション・ポリシー
　　北海道大学法科大学院は，21世紀にふさわしい高度な専門性と幅広い視野，さらに人権感覚と倫理性を

　身につけた法曹の養成を教育理念とする。そのため，入試制度においては，①基礎的な教養と社会に対す

　る広い関心，②分析力，思考力及び表現力など，法律家としての適性，③継続的な教育に耐えうる知的素

　養・忍耐力を備えた人材を選抜する。また，選抜に当たっては，公平性・多様性・開放性・客観性・透明

　性を確保するための措置を講じる。

２　募　集　人　員
　法律実務専攻　80名（３年課程25名程度，２年課程55名程度を予定）

３　出　願　資　格
　次の各号の一に該当する者

平成24年度北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻（法科大学院）
学 生 募 集 要 項

大学を卒業した者又は平成24年3月までに卒業見込みの者 （1）

文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第5号参照：旧大学令による大学又は各省庁設
置法・組織令による大学校を卒業した者等）

（2）

外国において，学校教育における16年の課程を修了した者又は平成24年3月までに修了見込みの者（4）

外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学
校教育における16年の課程を修了した者又は平成24年3月までに修了見込みの者

（5）

我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修
了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら
れた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者又は平成24年
3月までに修了見込みの者

（6）

専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た
すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した
者又は平成24年3月までに修了見込みの者

（7）

本研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認
めた者で，22歳に達したもの又は平成24年4月1日までに22歳に達するもの（※）

（8）

大学に３年以上在学し，本研究科において個別の入学資格審査により，所定の単位を優秀な成績
で修得したものと認めた者（※※）（9）

（8）に該当する者とは，高等専門学校・短期大学の卒業者，専修学校・各種学校の卒業者，外
国大学日本分校・外国人学校の卒業者など大学卒業資格を有していない者である。

  ※

（9）に該当する者とは，次に掲げるすべての条件を満たす者を指す。
イ）入学前の３月末において，大学在学期間が３年間に達し，３年次を終了すること。
ロ）卒業に必要な単位を，2年次終了時までに70単位以上，又は3年次前期終了時までに85単位以
　上修得し，かつ，修得したすべての単位の3分の2以上の学業成績が在学する大学の学業成績で
　100点満点中80点以上，又は優以上であること。なお，2年次終了時までの成績である場合には
　そのことをわかるようにすること。
ハ）入学前の3月末において，卒業に必要な単位を100単位以上修得し，かつ，全修得単位の3分の
　２以上の学業成績が在学する大学の学業成績で100点満点中80点以上，又は優以上であること。
　　なお，停学および休学の期間は，在学期間に含めない（ただし，休学期間中に留学などさら
　に別の大学に在学した場合は，個別にこれを在学期間として認めることがある）。
　　また，入学者選考試験に合格した後に，上記ハ）に定める単位及び学業成績を修めることが
　できないことが確定した場合，入学を取り消す。

  ※※

大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者又は平成24年3月までに授与される見込みの者（3）
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４　願書受理期間
　　平成23年10月14日（金）から21日（金）まで

　　注　必ず郵送とすること。【10月21日当日の消印有効】

　　（10月22日以降の消印の出願書類は受理しない。）

５　資 格 審 査
　　前記出願資格のうち，（8）及び（9）により出願しようとする者に対しては，別添「入学資格審査要項」

　により個別に入学資格審査を行う。

６　出 願 手 続
　　入学志願者は，次の書類を取り揃え，この要項に添付の本研究科所定の封筒に入れ，必ず「速達」の

　「簡易書留」郵便とし，発送すること。なお，直接持参しても受理しない。

この要項に添付の入学願書に必要事項をもれなく記入すること。
出願前３か月以内に撮影したもので，上半身，正面，脱帽像のものを入学願
書，受験票，写真票の所定箇所に貼付すること。

在籍又は出身大学（学部・研究科等）長作成のもの。
複数の大学・大学院に在籍した場合はすべて提出すること。
（現在在籍している大学・大学院を含む。）

適性試験管理委員会が実施した2011年法科大学院全国統一適性試験の成績証
明書を入学願書の所定の欄に必ず貼付すること。

①３年課程に出願する場合
　語学検定試験（TOEFLやTOEIC等）の成績，国家資格・各種試験，学位
等，自らの学修の成果を示す書類があれば提出することを認める。
②２年課程に出願する場合
　語学検定試験（TOEFLやTOEIC等）の成績，国家資格・各種試験，学位，
司法試験及び司法試験予備試験の択一試験・論文試験の成績，日弁連法務研
究財団及び商事法務研究会が主催した法学検定試験・法学既修者試験の成績
等自らの学修の成果を示す書類があれば提出することを認める。
③３年課程及び２年課程を併願する場合
　語学検定試験（TOEFLやTOEIC等）の成績，国家資格・各種試験，学位，
司法試験及び司法試験予備試験の択一試験・論文試験の成績，日弁連法務研
究財団及び商事法務研究会が主催した法学検定試験・法学既修者試験の成績
等自らの学修の成果を示す書類があれば提出することを認める。
　ただし，司法試験及び司法試験予備試験の択一試験・論文試験の成績，日
弁連法務研究財団及び商事法務研究会が主催した法学検定試験・法学既修者
試験の成績等，法律に関する学修の成果を示す書類は２年課程の入学者選考
でのみ考慮される。
大学院修了者等については，学部と大学院の証明書を提出すること。（北海
道大学法学部又は大学院法学研究科在籍者は，卒業（修了）見込証明書を提
出しなくてもよい。）

この要項に添付の受験票・写真票・宛名票に必要事項をもれなく記入すること。

選考結果通知及び第1次選抜合格者受験票送付用。
この要項に添付の封筒に宛先を明記し，360円分の切手を貼付すること。
30,000円（3年課程と2年課程を併願する場合も左の額とする。）
①別添の検定料納付用紙の※欄に，志願者（本人）の住所・氏名（漢字，フ
　リガナ）・電話番号を黒のボールペンで正確に記入して郵便局（ゆうちょ
　銀行）・銀行の窓口で振り込むこと。【ATMは使用不可】
②「振替払込請求書兼受領証」及び「検定料受付証明書」を郵便局（ゆうち
　ょ銀行）・銀行の窓口から受け取る際には，必ず「日附印」を確認するこ
　と。「日附印」が押印されていないと入学願書は受理しない。
③「日附印」が押印された「検定料受付証明書（E票）」を検定料受付証明
　書台紙の所定の欄に貼り付けて提出すること。
④検定料は，普通為替や現金では受理できないので，必ず郵便局（ゆうちょ
　銀行）・銀行の窓口で振り込みの手続をすること。

（1）入学願書

（2）写真３葉

（3）適性試験の成績

（4）成績証明書

（5）学修の成果　　　を示す書類

　　　卒業（修了）証明書又は
（6）卒業（修了）見込証明書，
　　　学位授与証明書
　　　受　験　票
（7）写　真　票
　　　宛　名　票

（8）返信用封筒　　　（１通）
（9）検　定　料

　　「15　その他」の
　 （3）を参照すること
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７　選 考 方 法
 （1）適性試験管理委員会が実施した2011年法科大学院全国統一適性試験の成績を参考としつつ，学修評価

　　（学部の成績等）等を加味して，第２次選抜の実際の受験者が定員（80名）の４倍程度となるよう，選

　　抜を行う（第１次選抜）。

　　　ただし，事情に応じて，志願者が定員の４倍に満たない場合であっても第１次選抜を行う場合，又は，

　　第１次選抜の結果第２次選抜の実際の受験者が定員の４倍に満たない場合がある。

 （2）第１次選抜合格者について以下の方法により最終合格者を決定する（第２次選抜）。

　　　３年課程への入学を志願する者には小論文試験を課し，適性試験・小論文試験・学修評価（学部の成

　　績等）の結果により合格者を決定する。

　　　２年課程への入学を志願する者には法律科目試験を課し，その結果により合格者を決定する。

　　　なお，民事法系（民法・商法・民事訴訟法），公法系（憲法・行政法），刑事法系（刑法・刑事訴訟

　　法）の，それぞれの系ごとの各科目の合計点において，最低ラインに達していない系が１つでもある者

　　については，それだけで不合格とする。最低ラインは各系ごとの各科目の満点の合計点（民事法系160

　　点，公法系120点，刑事法系120点）の20％とする。

　　　３年課程及び２年課程を併願する場合は，小論文試験及び法律科目試験を受験しなければならない。

　　この場合も選抜は３年課程と２年課程のそれぞれについて上記の方法で行う。

　　　また，３年課程と２年課程を併願し，一方の試験に欠席した場合は，受験した方の課程の専願とみなす。

８　試　　　験
 （1）第１次選抜

　　　第１次選抜は提出書類の審査によって行う。

　　　第１次選抜の結果は，平成23年11月４日（金）以降，受験者あて郵送により通知する。（なお，北海

　　道大学法科大学院ホームページ上には掲示しないので注意すること。）

　　　合格者には同時に第２次選抜試験の受験票を送付する。電話による合否の問い合わせには応じない。

　　ただし，11月10日（木）以降においても郵送による通知が届かない場合に限り，問い合わせに応じる。

 （2）第２次選抜

　　　第１次選抜合格者に対し，平成23年11月19日（土）及び20日（日）に小論文試験及び法律科目試験を

　　行う。（別表１「試験日程表」及び別表２「法律科目試験科目表」のとおり。）

９　試　験　場
　　入学願書に下記のうち希望する試験場を記入すること。（受験者数等の事情により，ご希望に沿えない

　場合もあるので，あらかじめ了承願いたい。）

 （1）札幌試験場

　　札幌市北区北９条西７丁目　北海道大学大学院法学研究科・法学部

 （2）東京試験場

　　東京都文京区大塚２－１－１　お茶の水女子大学

10　最終合格者の発表
　　平成23年12月16日（金）午前10時

　　北海道大学大学院法学研究科・法学部事務室前及び北海道大学法科大学院ホームページ上（アドレス

　http://www.juris.hokudai.ac.jp/lawschool/）に３年課程及び２年課程最終合格者の受験番号を掲示すると

　ともに，受験者には郵送により通知する。電話による合否の問い合わせには応じない。ただし，12月21日

　（水）以降においても郵送による通知が届かない場合に限り，問い合わせに応じる。
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11　入学手続
　　平成24年1月16日（月）から20日（金）

　　入学手続の詳細については，最終合格者に別途通知する。

12　追加合格
　　入学手続の状況によっては追加合格を出すことがある。追加合格の連絡は，入学願書に記載された連絡

　先（⑩追加合格通知期間の連絡先）に対して，平成24年１月24日（火）から27日（金）までの間に行う。

13　入学時に必要な経費
　　学生納付金については，最終合格者に別途通知するが，平成24年度入学者の授業料等の額は，下記のと

　おりである。

 （1）入学料　　　　　282,000円（予定額）

 （2）授業料の年額　　804,000円（予定額）

　※　上記の納付金は予定額であり，入学時及び在学中に学生納付金の改定が行われた場合には，改定時か

　　ら新たな納付金が適用される。

　　　なお，経済状況及び学業成績に基づく通常の入学料・授業料免除のほか，入学者選考試験の成績のみ

　　に基づく入学料・授業料（初年度分）の免除（成績優秀者特別免除制度：８名）も実施する。

14　学生教育研究災害障害保険及び学研災付帯賠償責任保険への加入について
　　入学者は，在学中に起こした事故に備えるため，学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保

　険に必ず加入することとする。詳細については合格通知と合わせて通知する。

15　そ　の　他
 （1）出願手続後は，書類の変更を認めない。なお，受理した出願書類は一切返還しない。

 （2）身体に障害のある者で受験に際し特別の配慮を必要とする場合は，平成23年10月14日（金）までに申

　　し出ること。

 （3）検定料の取扱いについて

　　次の場合を除き，いかなる理由があっても払い込み済みの検定料は返還しない。

　　ア　検定料の返還ができる場合

　　　①　検定料を払い込んだが本研究科法律実務専攻（法科大学院）の出願書類等を提出しなかった場合，

　　　　又は何らかの理由により出願書類が受理されなかった場合

　　　②　検定料を誤って二重に払い込んだ場合

　　イ　返還請求の方法

　　　　出願書類提出先に，「検定料払戻請求書（所定様式）」を返信用封筒（定形封筒［23.5×12cm］に

　　　宛先を明記し，80円分の切手を貼付）同封の上，請求すること。（往信用封筒の表面　左下に「検定

　　　料払戻請求書請求」と朱書きすること。）

　　　　「検定料払戻請求書（所定様式）」が届き次第，必要事項をもれなく記入の上，必ず「検定料受付

　　　証明書」を添付して，【送付先】へ速やかに郵送すること。

　　　　なお，払戻しには相当の日数がかかるので，あらかじめ了承願いたい。

　　　【送付先】　〒060-0809　札幌市北区北9条西7丁目

　　　　　　　　　　　　　　　北海道大学　法学研究科・法学部　会計担当

　　　　　　　　　　　　　　　TEL　011－706－3122，3123

　　　　なお，出願が受理されなかった場合については，本学から別途返還に必要な書類を郵送する。
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　　　※　平成24年度本研究科法律実務専攻（法科大学院）入学者選考試験第１次選抜で不合格となったと

　　　　きは申し出に基づいて検定料の一部を返還するが，その手続は別途通知する。なお，第１次選抜に

　　　　係る検定料は7,000円，第２次選抜に係る検定料は23,000円である。

 （4）「３ 出願資格」の（9）により飛び級入学をした場合，現在在籍している大学を退学することになる

　　ため，各種資格試験等において大学の学部の卒業を要件としているものについては受験資格がなくなる

　　ので注意すること。

 （5）平成24年度本研究科法律実務専攻（法科大学院）の入学者選考試験に関するより詳しい説明は，北海

　　道大学法科大学院ホームページ（アドレス　http://www.juris.hokudai.ac.jp/lawschool/）を参照のこと。

　　　なお，入学者選考試験に関する追加的な説明が必要になる場合，北海道大学法科大学院ホームページ

　　に掲載することがあるので注意すること。

別表１「試験日程表」

別表２「法律科目試験科目表」

※３年課程と２年課程を併願する者はすべての科目を受験しなければならない。
　なお，３年課程と２年課程を併願し，一方の試験に欠席した場合は，受験した方の課程の専願とみなす。
※11月20日第１時限については，受験者は試験開始時刻の30分前までに試験室に入ること。これ以外の試
　験については，受験者は試験開始時刻の20分前までに試験室に入ること。

試　　験　　日 試 験 科 目

小　論　文　試　験

民法・商法・民事訴訟法

憲法・行政法　　　　　

刑法・刑事訴訟法　　　

時　　　間

10：00～12：00

９：10～11：50

12：50～14：50

15：30～17：30

平成23年11月19日（土）

平成23年11月20日（日）
法律
科目
試験

３年課程志願者

２年課程志願者

備　　　　　考

　　法律科目試験については，下記の六法のうち１冊（ただし，書き込み等のないものに限る。）の持
　ち込みを認める。試験に持ち込む六法は最新版のものが望ましい。
○六法全書（有斐閣），ポケット六法（有斐閣），岩波基本六法（岩波書店），デイリー六法（三省堂）
　のみとする。なお，上記以外の六法の使用は認められないので注意すること。また，六法を貸与する
　ことはしないので，各自用意すること。
○六法に文字，記号，矢印，傍線，マーカーによる着色などがある場合，すべて原則として書き込みが
　あるものとみなす。
○試験開始前の監督員による六法チェックの際に，持ち込みの許されない六法が発見された場合，不正
　行為となるので注意すること。

刑　　　　法（80点）

民事訴訟法（40点）

刑事訴訟法（40点）

商　　　　法（40点）

家族法を含む。

備　　　　　考

倒産・執行法を除く。

海商・保険法を除く。

行　　政　　法（40点） 総論及び救済法。

憲　　　　法（80点）

試験科目名（配点）

民　　　　法（80点）
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　平成24年度北海道大学大学院法学研究科（以下「本研究科」という。）法律実務専攻（法科大学院）へ入

学を志願する者のうち，本研究科法律実務専攻（法科大学院）学生募集要項「３　出願資格」の（8）「本研

究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，22歳

に達したもの又は平成24年４月１日までに22歳に達するもの」及び（9）「大学に３年以上在学し，本研究科

において個別の入学資格審査により，所定の単位を優秀な成績で修得したものと認めた者」により出願する

者の入学資格審査を下記により実施する。

１　願書受理期間
　　平成23年９月26日（月）から９月30日（金）まで
　　注　必ず郵送とし，期間内に必着のこと。

２　出 願 手 続
　　入学志願者は，次の書類を取り揃え，この要項に添付の本研究科所定の封筒に入れ，必ず「速達」の

　「簡易書留」郵便とし，発送すること。なお，直接持参しても受理しない。

平成24年度北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻（法科大学院）
入学資格審査要項

この要項に添付の入学願書に必要事項をもれなく記入すること。

出願前３か月以内に撮影したもので，上半身，正面，脱帽像のものを，入学
願書の所定箇所に貼付すること。

適性試験管理委員会が実施した2011年法科大学院全国統一適性試験の成績証
明書を入学願書の所定の欄に必ず貼付すること。

出願資格（8）により出願する者は，卒業証明書（最終出身校のみ）を，又
出願資格（9）により出願する者は，在学証明書を提出すること。

複数の大学・大学院に在籍した場合はすべて提出すること。
（現在在籍している大学・大学院を含む。）

①３年課程に出願する場合
　語学検定試験（TOEFLやTOEIC等）の成績，国家資格・各種試験，学位
等，自らの学修の成果を示す書類があれば提出することを認める。
②２年課程に出願する場合
　語学検定試験（TOEFLやTOEIC等）の成績，国家資格・各種試験，学位，
司法試験及び司法試験予備試験の択一試験・論文試験の成績，日弁連法務研
究財団及び商事法務研究会が主催した法学検定試験・法学既修者試験の成績
等自らの学修の成果を示す書類があれば提出することを認める。
③３年課程及び２年課程を併願する場合
　語学検定試験（TOEFLやTOEIC等）の成績，国家資格・各種試験，学位，
司法試験及び司法試験予備試験の択一試験・論文試験の成績，日弁連法務研
究財団及び商事法務研究会が主催した法学検定試験・法学既修者試験の成績
等自らの学修の成果を示す書類があれば提出することを認める。
　ただし，司法試験及び司法試験予備試験の択一試験・論文試験の成績，日
弁連法務研究財団及び商事法務研究会が主催した法学検定試験・法学既修者
試験の成績等，法律に関する学修の成果を示す書類は２年課程の入学者選考
でのみ考慮される。

資格審査結果通知用：定形封筒［23.5×12㎝］に宛先を明記し，350円分の
切手を貼付したもの。

（1）
入　学　願　書

　　（資格審査を含む）

（2）写　真　１　葉

（3）適性試験の成績

（4）成 績 証 明 書

（5）
卒 業 証 明 書

　　　又は在学証明書

（6）
学修の成果を

　　　示　す　書　類

（7）返信用封筒１通
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３　入学資格審査の方法
　　提出書類により資格審査を行う。ただし，必要と認めた者については口述審査を行うことがある。

４　口 述 審 査
　　平成23年10月7日（金）　午前10時

５　口述審査場所
　　札幌市北区北9条西7丁目　　北海道大学大学院法学研究科・法学部

６　入学資格審査の結果
　　入学資格審査の結果は，平成23年10月14日（金）までに，受験者あて郵送により通知する。

　　電話による結果の問い合わせには応じない。ただし，10月17日（月）以降においても郵送による通知が

　届かない場合に限り，問い合わせに応じる。

７　そ　の　他
　　出願手続後は，書類の変更は認めない。なお，受理した出願書類は一切返還しない。

８　法律実務専攻（法科大学院）入学者選考試験の受験について
　　本審査要項により入学資格を認められた者は，平成24年度本研究科法律実務専攻（法科大学院）の入学

　者選考試験を受験することができる。この選考試験を受験する者は，検定料30,000円を郵便局（ゆうちょ

　銀行）・銀行の窓口で振り込みの手続をした上で，「検定料受付証明書」を貼付した検定料受付証明書台

　紙及び受験票，写真票，宛名票，返信用封筒（この要項に添付の封筒に宛先を明記し360円分の切手を貼

　付すること。）を，平成23年10月14日（金）から10月21日（金）までに，本研究科あて郵送すること。

　（郵送は「速達」の「簡易書留」郵便とすること。なお，受付は郵送のみとし，直接持参しても受理しな

　いので注意すること。）








